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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社　　　１社

連結子会社名

東洋証券亜洲有限公司

(2) 非連結子会社

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社

　該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) トレーディングの目的と範囲

　トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計算

に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。また、その範囲は①

有価証券等の現物取引、②株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金

融派生商品、③先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。

(2) トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法

　当社におけるトレーディング商品ならびに連結子会社のトレーディングに関する有価証券（売買目的

有価証券）及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。

(3) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法

（その他有価証券）

①　市場価格のない株式等以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を

全部純資産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しております）。

②　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

③　投資事業有限責任組合等への出資

原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各連結会計年度の損益として計上しております。ま

た、組合等がその他有価証券を保有する場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額

金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。

（デリバティブ取引）

　時価法を採用しております。

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法、在外連結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社は1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物は定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　10～47年

器具備品　　　４～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいてお

ります。

③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

　なお、償却期間は契約期間としております。

④　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。ただし、在外連結

子会社は個別の債権について貸倒見積額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額を計上しております。

③　役員株式給付引当金

　取締役等への当社株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づく必要見込額を計上しておりま

す。

(6) 収益の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した

財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識しております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、「注記

事項（収益認識に関する注記）」に記載のとおりであります。

(7) 特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に定めるところにより算出 

した額を計上しております。

(8) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理をする

こととしております。

②　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」における「為替換

算調整勘定」に含めて計上しております。
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Ⅱ．会計方針の変更

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、キャンペーン実施の際に顧客に現金等をキャッシュバックするもののうち、取引手数料等に

応じて贈呈されるものについては販売費・一般管理費として処理する方法から、当該対価の総額から顧客に

対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会

計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金

の当期首残高への影響はありません。

当該変更による当連結会計年度の受入手数料及び販売費・一般管理費への影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与

える影響はありません。

Ⅲ．追加情報

（新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢による影響）

従来より、当社グループの主たる事業は金融商品取引業であることから市場環境の変化により業績が大き

く変動するリスクがあります。将来において新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢を巡る米国・

欧州とロシアの対立は、経済活動の停滞、投資家マインドの後退による市場環境の悪化やお客さまへの訪問

の制限等、業績に影響を与える可能性がありますが、当社グループは、感染症対策の充実やワクチンの開発

等を通して、この影響は限定的であると考えております。ただし、固定資産の減損及び繰延税金資産の計上

の前提となる将来収支計画の見積りに関しては、将来の不確実性等一定の影響を考慮して算定しておりま

す。

（役員株式報酬制度）

当社は、取締役（国外居住者を除く）及び執行役員（国外居住者を除く）（以下「取締役等」という。）

の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当社の中長期的な業績向上と企業

価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員株式報酬制度を2019年11月１日より導入しておりま

す。

１．取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下「本信託」という。）を通じて取

得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金

相当額の金銭が信託を通じて交付及び給付される株式報酬制度であります。本信託は、役員報酬

BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用します。

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式は、純資産の部において自己株式として計上しており、当連結会計年度末に

おける当該自己株式の帳簿価額621百万円、株式数は4,417,242株であります。
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当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業収益

受入手数料 8,609百万円

委託手数料 3,140

株式 3,051

受益証券 88

引受・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 118

株式 113

債券 4

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 3,193

債券 0

受益証券 3,192

その他の受入手数料 2,157

株式 57

債券 4

受益証券 2,010

その他 84

顧客との契約から生じる収益 8,609

その他の収益 2,254

外部顧客に対する営業収益 10,863

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記

　　固定資産の減損

　１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

4,799百万円（うち、共用資産1,481百万円）

（注）固定資産の減損に係る会計基準の対象資産を記載しております。

　２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店並びに賃貸用不動産をキャッシュ・フ

ローを生み出す 小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社においては原則と

して各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、本店、厚生施設等については独立した

キャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。このグルーピ

ングに基づき、将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失の計上要否判断を行っております。

　この判断は将来キャッシュ・フローの発生見込を基礎としておりますが、当社グループの主たる事業であ

る金融商品取引業は、証券市場の変動の影響を大きく受ける市況産業であるため、市場環境の変動等外部要

因の影響によって、実際のキャッシュ・フローは当社の想定と乖離する可能性があります。将来の市場環境

等を客観的に予想することは困難であることから、過去の実績と当連結会計年度末現在において当社が入手

している情報（株価、金利、為替等）を勘案して見積りを行っており、また、新型コロナウイルスやウクラ

イナ情勢による経済活動への影響が、将来においても一定程度継続するものと仮定しております。

　翌連結会計年度の実績が見積りと異なった場合、減損損失の計上により、利益が変動する可能性がありま

す。

Ⅴ．収益認識に関する注記

１．収益の分解情報

２．収益を理解するための基礎となる情報

　当社では、幅広いサービスを提供しており、主な収益を以下のとおり認識しております。なお、重大な金

融要素が含まれる契約は含まれておりません。

　「委託手数料」においては、顧客と締結した取引約款・規定等に基づいて、売買執行サービス等を履行す

4



投資有価証券 2,608百万円

信用取引借入金 630百万円

短期借入金 100百万円

計 730百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,668百万円

る義務を負っております。当履行義務は、当社が注文を執行する都度充足されることから、約定時点（一時

点）で収益を認識しております。通常の支払期限について、履行義務の充足時点である約定日から概ね数営

業日以内に支払いを受けております。

　「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」においては、有価証券の発行会社等との契約

に基づき、引受け・売出しに係るサービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、引受契約証

券に係る引受けの諸条件が決定し、引受ポジションとして市場リスクが計測できる要件が整った時点で充足

されることから、条件決定日等の当該業務の完了時（一時点）に収益を認識しております。通常の支払期限

について、各履行義務の充足時点から発行会社等への払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。

　「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」においては、有価証券の引受会社等との契

約に基づき、募集に係るサービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、募集等の申し込みが

完了した時点で充足されることから、募集等申込日等の当該業務の完了時（一時点）に収益を認識しており

ます。通常の支払期限について、履行義務の充足時点である募集等申込日から払込日または受渡日等までに

支払いを受けております。

　「その他の受入手数料」には、様々なサービスに係る受入手数料が含まれておりますが、主な受入手数料

は「受益証券代行手数料」となります。

　「受益証券代行手数料」においては、主に投信委託会社等との契約に基づき、募集・販売の取扱い等に関

する代理事務を履行する義務を負っております。取引価額は投資信託の純資産等を参照して算定されます。

当履行義務は、当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、一定期間にわた

り収益を認識しております。通常の支払期限について、多くの場合、投資信託等の決算日後から数営業日以

内に支払いを受けております。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額については、該当取引がありませ

ん。

Ⅵ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保等に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

(2) 担保資産の対象となる債務

上記のほか、以下の有価証券等を差し入れております。なお、金額は時価によっております。

①　為替先物取引の保証金として、預金20百万円。

②　信用取引貸証券943百万円。

③　信用取引借入金の本担保証券624百万円。

④　差入保証金代用有価証券104百万円。

⑤　長期差入保証金代用有価証券18百万円。

⑥　その他担保として差し入れた有価証券228百万円。

⑦　顧客分別金信託として信託した有価証券5百万円。

⑧　消費貸借契約により貸し付けた有価証券747百万円。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 87,355,253株 －株 －株 87,355,253株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,492,066株 512株 85,549株 8,407,029株

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

202 1年５月14日
取 締 役 会

普 通 株 式 500 6
2021年
３月31日

2021年
６月1日

決 議 株式の種類 配 当 の 原 資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年５月13日
取 締 役 会

普 通 株 式 利 益 剰 余 金 500 6
2022年
３月31日

2022年
６月６日

Ⅶ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(当連結会計年度期首

4,502,791株、当連結会計年度末4,417,242株)を含めております。

２．自己株式の増加512株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

３．自己株式の減少85,549株は、役員株式報酬制度における株式報酬BIP信託口からの支払によるもの

であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金27百万円が含まれて

おります。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金26百万円が含まれて

おります。

Ⅷ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループの主たる事業は、有価証券の売買及びその取次ぎ、有価証券の引受け及び売出し、有価

証券の募集及び売出しの取扱い等の業務を中核とする金融商品取引業であります。これらの事業を行う

ため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れに

よっております。

　資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジ等のニーズ

に対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング

業務等を行っております。

　デリバティブ取引については、先物為替取引は顧客の外貨建有価証券取引に付随したものであり、投

機目的のための取引は行わない方針であります。

　金利スワップ取引は、長期借入金の金利変動リスクを軽減するために行っております。

6



(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令等に基づき外部

金融機関に信託する顧客分別金信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取引貸付金、証券金

融会社に対する短期貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券や投資有価証券等のほか、顧客

の資金運用に伴い受入れた預り金や資金調達手段としての信用取引借入金、短期借入金、長期借入金等

があります。

　預金は預入先の信用リスクに、短期貸付金は貸付先の信用リスクに、信用取引貸付金は顧客の資金運

用ニーズに対応するための６ヶ月以内の短期貸付金で、顧客の信用リスクに晒されています。顧客分別

金信託は、金融商品取引法により当社の固有の財産と分別され信託銀行に信託されておりますが、その

信託財産は信託法により保全されております。

　また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、顧客

の資金運用やリスクヘッジ等のニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づくトレー

ディング業務のため保有しているもの、政策投資目的ならびに事業推進目的で保有しているものがあり

ます。これらはそれぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒さ

れています。

　借入金のリスクについては、短期の借入れにより金利変動リスクを抑制し、長期の借入れにより流動

性リスクを抑制しております。

　デリバティブ取引は顧客の資金運用に対応するための為替予約取引であり、為替変動リスクに晒され

ております。また、長期借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引を行って

おります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　金融商品取引業者である当社は、金融商品取引法により自己資本規制比率を一定水準（120％）以上

維持することが義務付けられており、これを下回った場合には、金融庁より監督命令を受けることや、

取引所から有価証券取引の制限や停止措置を受けることがあります。

　従って当社では、自己資本規制比率とその構成要素である「市場リスク」、「取引先リスク」のほか

「流動性リスク」を金融商品に係るリスクとして主に管理しております。

①　自己資本規制比率

　当社では、直前連結会計年度末に策定される「金融収支計画」において資金計画の基本方針として

「維持すべき自己資本規制比率」を定め、この水準を下回ることのないように業務運営を行う一方、

リスク管理室において日々、自己資本規制比率を計測し内部管理統括責任者へ報告するとともに毎月

の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。

②　市場リスク（保有する有価証券等における株価、為替及び金利等の変動リスク）の管理

　当社では、保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）について市場リ

スク限度額を定め、その範囲内に市場リスクを収めることで管理を行っております。

　当該市場リスク限度額は経営会議において決定し、市場の変動や財務の健全性等を勘案して市場リ

スクの検証を行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。

　リスク管理室は保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）及び投資有

価証券に対する日々におけるポジションを適時把握するとともに、市場リスク額を主に自己資本規制

比率の手法を活用して市場リスク限度額内に収まっていることを確認した後、内部管理統括責任者へ

報告しております。また、毎月の状況を取締役会及び監査役会にも報告しております。

　なお、当社において、主要なリスク変数である株価変動リスク及び金利変動リスクの影響を受ける

主たる金融商品は「商品有価証券等」のうちの債券、「デリバティブ取引」のうちの株価指数オプシ

ョン取引及び「投資有価証券」のうちの株式であります。

③　取引先リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　取引先リスクにおいても予め取引先リスク限度額を定め、その範囲内に取引先リスクを収めること

で管理を行っております。

　取引先リスク限度額も経営会議において決定し、財務の健全性等を勘案して取引先リスクの検証を

行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。
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　取引先リスクのうちで大きいものは、「信用取引貸付金」、「短期貸付金」と「預金」であり、当

社では以下の対応を行っております。

・信用取引貸付金

　信用取引貸付金については、顧客管理に関する規程等の社内規程に基づき、当初貸付金額及びそ

の後のマーケットの変動に応じて相当額の担保を顧客より受入れることとし、日々与信管理を行う

体制を整備しております。

・短期貸付金

　短期貸付金については、貸付先を信用力の高い金融機関に限定し、クレジットラインを設定して

おります。

・預金

　預金については信用力の高い金融機関を中心に預け入れることとし、それ以外の場合は原則とし

て国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れることを基本的な方針としています。

　リスク管理室では、日々モニタリングし、取引先リスク限度額内に収まっていることを確認した

後、内部管理統括責任者へ報告するとともに毎月の状況を取締役会及び監査役会に報告しておりま

す。

④　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は各部署からの入出金伝票等に基づき、日々の資金繰表を作成・更新し、前日に翌日 終手許

流動性を把握すること等により、流動性リスクを管理しております。

　また、不測の事態に備えるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しており、緊急時対応についても

コンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。

　リスク管理室では資金繰り状況を日々モニタリングするとともに、資金調達状況（金利、期間等）

や流動性危機に対するコンティンジェンシープランの状況について把握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリ

バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す

ものではありません。
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連結貸借対照表
計 　 上 　 額

時 価 差額（※１）

(1) 商品有価証券等 640 640 －

(2) 投資有価証券 8,296 8,296 －

資産計 8,937 8,937 －

(1) 長期借入金 7,000 7,003 △3

負債計 7,000 7,003 △3

デリバティブ取引（※２） △1 △1 －

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※１） 332

組合出資金（※２） 592

合計 925

２．金融商品の時価等に関する事項

　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておらず、現金・預金、預託金、信用取引貸付

金、短期貸付金、信用取引借入金、預り金、短期借入金は時価が帳簿価額に近似することから注記を省略

しております。
（単位：百万円）

（※１）差額欄の負債については、連結貸借対照表計上額から時価を減算した額を記載しております。

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）市場価格のない株式等及び組合出資金

（※１）非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　

2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　

2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産

(1)商品有価証券等

　株式 0 0 － 0

　国債 23 － － 23

　地方債 － 404 － 404

　普通社債 － 203 － 203

　外国債券 － 10 － 10

　上場投資信託 0 － － 0

(2)投資有価証券

その他有価証券

　株式 8,296 － － 8,296

資産計 8,320 617 － 8,937

デリバティブ取引

　為替予約取引 － △0 － △0

　スワップ取引 － △0 － △0

デリバティブ取引計 － △1 － △1

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

負債

　長期借入金 － 7,003 － 7,003

負債計 － 7,003 － 7,003

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

（注）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、△で表示しております。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

①　商品有価証券等及び投資有価証券

株式及び上場投資信託は取引所の価格をもって時価としており、市場の活発性に基づき、

米国株は主にレベル１、それ以外はレベル２に分類しております。債券は市場価額情報（売

買参考統計値等）をもって時価としており、市場の活発性に基づき、国債はレベル１、それ

以外の債券はレベル２に分類しております。

②　デリバティブ取引

デリバティブ取引については、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重

要でない場合はレベル２の時価に分類しており、為替予約取引,金利スワップ取引等が含ま

れます。

③　長期借入金

長期借入金は、一定期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借り入

れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利

によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるた

め、当該帳簿価額を時価としております。なお、当社の信用状態は実行後大きく異なってい

ないことから、当該時価はレベル２の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

2,584 2,584

繰延税金資産

有価証券評価損 64百万円

税務上の繰越欠損金（注）２ 1,267百万円

役員株式給付引当金 81百万円

賞与引当金 82百万円

減価償却費等 96百万円

貸倒引当金 41百万円

事業税 25百万円

その他 185百万円

繰延税金資産小計 1,845百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △1,267百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △540百万円

評価性引当額小計（注）１ △1,807百万円

繰延税金資産合計 38百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,613百万円

退職給付に係る資産 △869百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △28百万円

繰延税金負債合計 △2,511百万円

繰延税金負債の純額 △2,473百万円

１年以内
１年超

２年以内
２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越
欠損金（※）

－ － － － － 　1,267 　1,267

評価性引当額 － － － － － △1,267 △1,267

繰延税金資産 － － － － － － －

Ⅸ．賃貸等不動産に関する注記

　１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、広島県において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。

　２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度に新規取得したため、時価の変動が軽微であると考えられることにより、連結貸借

対照表計上額をもって時価としております。

Ⅹ．税効果会計に関する注記

・繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

（注）１．評価性引当額が155百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計

に係る評価性引当額を90百万円取崩したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度（2022年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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退職給付債務の期首残高 3,987百万円

　勤務費用 197百万円

　利息費用 26百万円

　数理計算上の差異の発生額 △15百万円

　退職給付の支払額 △457百万円

退職給付債務の期末残高 3,738百万円

年金資産の期首残高 6,497百万円

　期待運用収益 194百万円

　数理計算上の差異の発生額 167百万円

　事業主からの拠出額 176百万円

　退職給付の支払額 △457百万円

年金資産の期末残高 6,578百万円

積立型制度の退職給付債務 3,738百万円

年金資産 △6,578百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △2,839百万円

退職給付に係る資産 △2,839百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △2,839百万円

勤務費用 197百万円

利息費用 26百万円

期待運用収益 △194百万円

数理計算上の差異の費用処理額 △155百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 △126百万円

株式 57％

債券 40％

その他 3％

合計 100％

Ⅺ．退職給付に関する注記

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設けております。

　確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

付に係る資産の調整表

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

（注）退職給付信託はありません。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資

産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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　　割引率 0.67％

　　長期期待運用収益率 3％

　　予定昇給率 5.25％

確定拠出制度への拠出額 85百万円

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

山口県周南市 支店

建物

建物附属設備

器具備品

土地

その他

12

3

0

27

0

合計 44

期首残高 305百万円

有形固定資産取得に伴う増加額 1百万円

時の経過による調整額 2百万円

資産除去債務の履行による減少額 △3百万円

その他増減額（△は減少） 1百万円

期末残高 308百万円

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

３．確定拠出制度

Ⅻ．減損損失に関する注記

　当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店並びに賃貸用不動産をキ

ャッシュ・フローを生み出す 小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社におい

ては原則として各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、本店、厚生施設等については

独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。

　上記支店については営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明である

ため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額44百万円を減損損失として計上しており

ます。

　なお、上記資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しており、建物及び土地については、不

動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額により評価し、他の資産については、転用ができないため備忘価額１円

として評価しております。

XIII．資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

　本店、支店及び東洋証券亜洲有限公司の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から３年～38年と見積り、割引率は0.035％～4.5％を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

３．当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

４．資産除去債務の見積りの変更

　該当事項はありません。
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１．１株当たり純資産額 486円86銭

２．１株当たり当期純利益 11円09銭

XIV．１株当たり情報に関する注記
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．トレーディングの目的と範囲

　トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計算に

基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。また、その範囲は①有価

証券等の現物取引、②株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生

商品、③先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。

２．トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法

　トレーディング商品及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。

３．トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

①　市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資

産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しております）。

②　市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法によっております。

③　投資事業有限責任組合等への出資

　原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各事業年度の損益として計上しております。また、

組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額

金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。

(3) デリバティブ取引

　時価法を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10年～47年

器具備品 ４年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいており

ます。

(3) 長期前払費用

　定額法を採用しております。なお、償却期間は契約期間としております。

(4) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理をすることとして

おります。

(4) 役員株式給付引当金

　取締役等への当社株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づく必要見込額を計上しておりま

す。

６．収益の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又

はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で

収益を認識しております。

７．特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に定めるところにより算出した

額を計上しております。

８．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

９．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計

処理の方法と異なっております。

Ⅱ．会計方針の変更

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、キャンペーン実施の際に顧客に現金等をキャッシュバックするもののうち、取引手数料等に

応じて贈呈されるものについては販売費・一般管理費として処理する方法から、当該対価の総額から顧客に

対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
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収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首

残高への影響はありません。

当該変更による当事業年度の受入手数料及び販売費・一般管理費への影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響

はありません。

Ⅲ．追加情報

（新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢による影響）

従来より、当社の主たる事業は金融商品取引業であることから市場環境の変化により業績が大きく変動す

るリスクがあります。将来において新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢を巡る米国・欧州とロ

シアの対立は、経済活動の停滞、投資家マインドの後退による市場環境の悪化やお客さまへの訪問の制限

等、業績に影響を与える可能性がありますが、当社は、感染症対策の充実やワクチンの開発等を通して、こ

の影響は限定的であると考えております。ただし、固定資産の減損及び繰延税金資産の計上の前提となる将

来収支計画の見積りに関しては、将来の不確実性等一定の影響を考慮して算定しております。

（役員株式報酬制度）

当社は、取締役（国外居住者を除く）及び執行役員（国外居住者を除く）（以下「取締役等」という。）

の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当社の中長期的な業績向上と企業

価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員株式報酬制度を2019年11月１日より導入しておりま

す。

１．取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下「本信託」という。）を通じて取

得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金

相当額の金銭が信託を通じて交付及び給付される株式報酬制度であります。本信託は、役員報酬

BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用します。

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式は、純資産の部において自己株式として計上しており、当事業年度末におけ

る当該自己株式の帳簿価額は621百万円、株式数は4,417,242株であります。

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記

　　固定資産の減損

　　当事業年度の計算書類に計上した金額

4,804百万円（うち、共用資産1,481百万円）

（注）固定資産の減損に係る会計基準の対象資産を記載しております。

なお、当該項目の内容については、連結注記表の「Ⅳ．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と

同一であります。
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投資有価証券 2,608百万円

信用取引借入金 630百万円

短期借入金 100百万円

計 730百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,645百万円

短期金銭債権 0百万円

１．営業収益 3百万円

２．営業費用 11百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 8,492,066株 512株 85,549株 8,407,029株

Ⅴ．収益認識に関する注記

（収益を理解するための基礎となる情報）

連結注記表と同一であります。

Ⅵ．貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

(2) 担保資産の対象となる債務

　上記のほか、以下の有価証券等を差し入れております。なお、金額は時価によっております。

①　為替先物取引の保証金として、預金20百万円。

②　信用取引貸証券943百万円。

③　信用取引借入金の本担保証券624百万円。

④　差入保証金代用有価証券104百万円。

⑤　長期差入保証金代用有価証券18百万円。

⑥　その他担保として差し入れた有価証券228百万円。

⑦　顧客分別金信託として信託した有価証券5百万円。

⑧　消費貸借契約により貸し付けた有価証券747百万円。

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

Ⅶ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

Ⅷ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(当事業年度期首

4,502,791株、当事業年度末4,417,242株)を含めております。

２．自己株式の増加512株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

３．自己株式の減少85,549株は、役員株式報酬制度における株式報酬BIP信託口からの支払によるもの

であります。
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繰延税金資産

有価証券評価損 64百万円

税務上の繰越欠損金（注）２ 1,096百万円

役員株式給付引当金 81百万円

賞与引当金 82百万円

減価償却費等 96百万円

貸倒引当金 41百万円

事業税 25百万円

その他 152百万円

繰延税金資産小計 1,642百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △1,096百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △526百万円

評価性引当額小計（注）１ △1,622百万円

繰延税金資産合計 19百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,613百万円

前払年金費用 △656百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △28百万円

繰延税金負債合計 △2,298百万円

繰延税金負債の純額 △2,278百万円

１年以内
１年超

２年以内
２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越
欠損金（※）

－ － － － － 　1,096 　1,096

評価性引当額 － － － － － △1,096 △1,096

繰延税金資産 － － － － － － －

１．１株当たり純資産額 482円44銭

２．１株当たり当期純利益 12円20銭

Ⅸ．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

（注）１．評価性引当額が168百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計

に係る評価性引当額を87百万円取崩したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度（2022年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

Ⅹ．関連当事者との取引に関する注記

　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記
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